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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３価クロムめっきに用いられるめっき液であって、
　硫酸クロムと蟻酸と尿素とを含み、Ｃｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍ
ｏｌ／Ｌ以下で、前記蟻酸の濃度が０．０５ｍｏｌ／Ｌ以上０．２ｍｏｌ／Ｌ以下で、前
記尿素の濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下である、めっき液。
【請求項２】
　めっき厚さが５μｍ以上の３価クロムめっきに用いられる請求項１記載のめっき液。
【請求項３】
　硫酸クロムを含むめっき液を収容しためっき浴で電気めっきを行うめっき工程を実施し
、該めっき工程によって３価クロムめっきが施されためっき製品を作製するめっき製品の
製造方法であって、
　前記めっき工程では、
　前記めっき液として、前記硫酸クロムと蟻酸と尿素とを含み、Ｃｒ３＋イオンの濃度が
０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下で、前記蟻酸の濃度が０．０５ｍｏｌ／Ｌ以上０
．２ｍｏｌ／Ｌ以下で、前記尿素の濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下である
、めっき液を用い、
　前記めっき浴での浴温を２０℃以上４０℃未満とし、且つ、
　前記電気めっきでの電流密度を２Ａ／ｄｍ２以上２０Ａ／ｄｍ２以下とするめっき製品
の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、めっき液ならびにめっき製品の製造方法に関し、より詳しくは、３価クロム
めっきに用いられるめっき液と３価クロムめっきが施されてなるめっき製品の製造方法と
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金属製品やプラスチック製品にクロムめっきを施しためっき製品が広く用いられ
ている。この種のめっき製品を製造するのにあたっては６価クロムを含むめっき液に代え
て環境に優しい３価クロムを含むめっき液を利用する場面が増えている（下記特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２４９３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年の環境意識の高まりにより、６価クロムめっきに置き換えて３価クロムめっきを採
用することが強く要望されるようになってきている。しかしながら３価クロムめっきは、
めっきを施す対象となる製品に対する付きまわり性において６価クロムめっきより劣るこ
とから現状では採用される場面が限られてしまっている。また、３価クロムめっきでは電
流密度とめっきの析出厚さとの関係が直線的なものになりにくく均一電着性を発揮させ難
い。そのようなことから、めっき厚さが数μｍレベルの装飾めっきなどでは３価クロムめ
っきの採用事例が見られるものの金型のような複雑な形状のめっき製品を作製する場面や
厚めっき製品を作製するような場面では３価クロムめっきの採用が殆ど進んではいない。
そこで、本発明は、３価クロムめっき用のめっき液でありながら６価クロムめっきと同等
のめっき製品を作製し得るめっき液を提供し、ひいては、環境に優しいめっき製品の適用
範囲の拡大を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記のような目的を達成すべく本発明者が鋭意検討を行ったところ、硫酸クロムを含む
めっき液においてＣｒ３＋イオンの濃度を特定の範囲内に調整することで当該めっき液が
６価クロムを含むめっき液と同等の付きまわり性を示すことを見出して本発明を完成させ
るに至った。
【０００６】
　即ち、本発明は、３価クロムめっきに用いられるめっき液であって、硫酸クロムと蟻酸
とを含み、Ｃｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下で、前記蟻酸
の濃度が０．０５ｍｏｌ／Ｌ以上０．２ｍｏｌ／Ｌ以下であるめっき液を提供する。
【０００７】
　また、本発明は、硫酸クロムを含むめっき液を収容しためっき浴で電気めっきを行うめ
っき工程を実施し、該めっき工程によって３価クロムめっきが施されためっき製品を作製
するめっき製品の製造方法であって、前記めっき工程では、前記めっき液として、Ｃｒ３

＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下であるめっき液を用い、前記め
っき浴での浴温を２０℃以上４０℃未満とし、且つ、前記電気めっきでの電流密度を２Ａ
／ｄｍ２以上２０Ａ／ｄｍ２以下とするめっき製品の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば付きまわり性に優れた３価クロムめっき用のめっき液が提供されるため
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、環境に優しいめっき製品が採用される機会を拡大し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一般文献等において開示がされている６価クロムめっきと３価クロムめっきとに
おける電流密度とめっき厚さとの関係図。
【図２】本発明のめっき液を用いた３価クロムめっきにおける電流密度とめっき厚さとの
関係を示した図。
【図３】一実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図４】めっき厚さを蛍光Ｘ線型膜厚測定器にて測定した結果を示した図。
【図５】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図６】めっき厚さを蛍光Ｘ線型膜厚測定器にて測定した結果を示した図。
【図７】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図８】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図９】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図１０】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【図１１】他の実施形態のめっき液を用いたハルセル試験の結果を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
　まず、めっき製品の製造方法について説明する。
　本実施形態のめっき製品の製造方法においては、めっきを施す対象となる製品（以下、
原製品」ともいう）の表面性状を整えるための前処理工程と、前処理された原製品（以下
、「前処理品」ともいう）に対して３価クロムめっきを施すめっき工程を実施する。本実
施形態のめっき製品の製造方法においては、必要に応じて、前処理工程とめっき工程との
間に前処理品に下地めっきを施す下地めっき工程や、下地めっきされた前処理品（以下、
「下地めっき品」ともいう）に対してさらに中間めっきを施す中間めっき工程を実施して
もよい。この場合、３価クロムめっきは、中間めっきが施された製品（以下「中間めっき
品」ともいう）に対する仕上めっきとして実施される。
【００１１】
　本実施形態のめっき製品の製造方法においては、めっき工程で３価クロムめっきが施さ
れた製品に対してさらに化学的な表面処理や熱処理などを施してもよい。また、めっき製
品には必要に応じてクリアー塗装などの塗装を施してもよい。
【００１２】
　前処理工程を実施する前記原製品としては、例えば、樹脂製品、セラミックス製品、金
属製品、樹脂部品と金属部品とが組み合わされた複合製品、並びに、金属部品にセラミッ
クスが被覆された複合製品などが挙げられる。原製品を形成する樹脂としては、例えば、
一般的な熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂が挙げられる。該樹脂は、繊維強化プラスチック（
ＦＲＰ）などであってもよい。原製品を形成する前記セラミックスとしては、例えば、酸
化ケイ素や酸化アルミニウムなどを主成分とした一般的なものが挙げられる。前記セラミ
ックスとしては、琺瑯などのガラス質のものであってもよい。原製品を形成する前記金属
としては、例えば、鉄や銅などといった一般的な金属が挙げられる。前記金属は、合金な
どであってもよい。このような原製品に対する前処理としては、例えば、機械研磨、ホー
ニング加工、ブラスト加工などによる研磨やアルカリ脱脂などの脱脂が挙げられる。前記
下地めっき工程や前記中間めっき工程では、仕上めっき製品の美観や耐食性の向上などの
目的で前処理品や下地めっき品に対して数μｍの厚さでニッケルめっき、銅めっき、鉄め
っきなどの各種めっきを施すことができる。
【００１３】
　３価クロムめっきを施す前記めっき工程では、前処理品、下地めっき品、及び、中間め
っき品などをワークとした電気めっきが実施される。該電気めっきでは、硫酸クロムを含
むめっき液を収容しためっき浴を使って前記ワークに３価クロムめっきが施される。以下
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においては、該めっき工程で用いるめっき液について詳細に説明する。
【００１４】
　前記めっき工程では、ワークに対して付きまわり性の良好なめっきを行う上において前
記めっき液としてＣｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下である
めっき液を用いることが重要である。該めっき液には、主成分となる硫酸クロムに加え、
錯化剤、ｐＨ緩衝剤、導電剤、及び、界面活性剤などを含有させることができる。なお、
該めっき液の溶媒となる水としては、例えば、工業用水、水道水、イオン交換水、蒸留水
、純水等が挙げられる。
【００１５】
　前記硫酸クロムは、上記のようにめっき浴におけるＣｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏ
ｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下となるようにめっき液に含有される。該硫酸クロムは、めっ
き浴におけるＣｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上０．３ｍｏｌ／Ｌ以下となる
ようにめっき液に含有されることが好ましい。このような好ましいめっき液を用いること
でめっき工程でのワークに対する３価クロムめっきの付きまわり性をより良好なものにす
ることができる。
【００１６】
　本実施形態のめっき液では、Ｃｒ３＋イオンの供給源として含有させる硫酸クロムの一
部を塩酸クロム、塩基性硫酸クロム、クロム明礬、及び、硝酸クロムからなる群から選ば
れる１種以上に置き換えることも可能であるが、塩酸クロムを多く含有させるとめっき時
にアノードにおいて塩素ガスを発生させるおそれがあり、硝酸クロムを多く含有させると
めっき時に電流密度の低下を招くおそれがある。従って、めっき液におけるＣｒ３＋イオ
ンの供給源に占める硫酸クロムの割合は、９０ｍｏｌ％以上であることが好ましい。硫酸
クロムの割合は、９５ｍｏｌ％以上であることがより好ましく、９９ｍｏｌ％以上である
ことがさらに好ましい。めっき液におけるＣｒ３＋イオンの供給源は、実質的に硫酸クロ
ムのみであることがとりわけ好ましい。
【００１７】
　本実施形態のめっき液に含有させる前記錯化剤としては、有機酸やその塩を用いること
ができる。該有機酸としては、例えば、シュウ酸、クエン酸、蟻酸、マレイン酸、マロン
酸、酒石酸、リンゴ酸、酢酸、フタル酸、プロピオン酸、エチレンジアミン４酢酸などが
挙げられる。これらの塩としては、例えば、リチウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩など
のアルカリ金属塩、マグネシウム塩、カルシウム塩といったアルカリ土類金属塩が挙げら
れる。なかでも前記蟻酸は錯化剤として特に有効な成分であり、濃度が０．０５ｍｏｌ／
Ｌ以上０．２ｍｏｌ／Ｌ以下となるようにめっき液に含有されることが重要である。めっ
き液における前記蟻酸の濃度は、０．０８ｍｏｌ／Ｌ以上０．１２ｍｏｌ／Ｌ以下である
ことがより好ましい。
【００１８】
　上記の有機酸やその塩については、前記ｐＨ緩衝剤としても一定以上の効果を発揮する
。また、前記錯化剤としては、尿素やカルバミン酸などのアミノカルボニル化合物を採用
しても良い。なかでも尿素はｐＨ緩衝剤としての機能を有するとともにめっき被膜に対す
る窒素の供給源として機能し、被膜の硬質化に有効である。さらに尿素にはめっき液中に
水酸化クロムなどの沈殿物が発生することを抑制する効果が期待できる。このような点に
おいて、前記尿素は、濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下となるようにめっき
液に含有されることが好ましい。めっき液における前記尿素の濃度は、０．２ｍｏｌ／Ｌ
以上０．８ｍｏｌ／Ｌ以下であることがより好ましく、０．４ｍｏｌ／Ｌ以上０．６ｍｏ
ｌ／Ｌ以下であることが特に好ましい。
【００１９】
　上記のようなもの以外に前記ｐＨ緩衝剤として利用可能なものを挙げると、例えば、ホ
ウ酸やホウ酸塩などが挙げられる。該ホウ酸をめっき液に含有させる場合、前記ｐＨ緩衝
剤として含有される有機酸や尿素などの量などにもよるが、通常、０．５ｍｏｌ／Ｌ以上
１ｍｏｌ／Ｌ以下の濃度となるようにめっき液に含有される。前記めっき液は、ｐＨ緩衝
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剤などによってｐＨが１以上２以下に調整されることが好ましく、１．３以上１．７以下
のｐＨとなるように調整されることがより好ましい。
【００２０】
　前記導電剤としては、例えば、塩化アンモニウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、硫
酸アンモニウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硝酸アンモニウム、硝酸ナトリウム、
硝酸カリウムなどが挙げられる。また、前記界面活性剤としては、例えば、ラウリル硫酸
ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、スルホコハク酸ジイソ
ヘキシル、硫酸２－エチルヘキシル、スルホコハク酸ジイソブチル、スルホコハク酸ジイ
ソアミル、スルホコハク酸イソデシルなどが挙げられる。
【００２１】
　前記めっき液には、その他の添加剤として、ポリエチレングリコール、ポリビニルアル
コール、ゼラチンなどの被膜形成剤、消泡剤など各種のものを含有させることができる。
【００２２】
　このような成分を含むめっき液を用いためっき工程では、前記めっき浴での浴温を２０
℃以上４０℃未満とすることが重要である。前記めっき工程でのめっき浴の浴温は、低温
である方がワークに対する３価クロムめっきの付きまわり性をより良好なものにすること
ができる。その一方でめっき浴の浴温は、一定以上の温度を有する方がめっき液に含まれ
る成分の析出を抑制することができ、めっき表面にざらつきが生じることを抑制すること
ができる。そのような点において前記めっき工程でのめっき浴の浴温は、２３℃以上２９
℃以下であることがより好ましく、２４℃以上２８℃以下であることが特に好ましい。こ
のような好ましい温度条件でめっき工程を実施することで仕上めっき製品に対して厚さが
均一で表面光沢に優れためっき被膜を備えさせることができる。
【００２３】
　前記めっき工程での電気めっきにおいては、電流密度を２Ａ／ｄｍ２以上２０Ａ／ｄｍ
２以下とすることが重要である。前記電流密度は、２Ａ／ｄｍ２以上１５Ａ／ｄｍ２以下
であることがより好ましく、２Ａ／ｄｍ２以上１３Ａ／ｄｍ２以下とすることが特に好ま
しい。このような好ましい電流密度でめっきを実施することでワークに対する３価クロム
めっきの付きまわり性をより良好なものにすることができる。
【００２４】
　前記めっき工程においては、めっき液中に水素ガスによる気泡が発生するためワークへ
の気泡の付着を抑制すべくめっき中のワークに振動を与えたり、ワークの下方から不活性
ガスなどによる気泡を発生させるバブリング処理を施すなどしてもよい。
【００２５】
　上記のようなめっき液の成分濃度、めっき液の浴温、ワークに与える電流密度などとい
っためっき工程における各種条件については、必ずしも、めっき工程の開始直後からめっ
き工程を完了するまでの間、常に上記のような範囲内に保たれていなければその効果が発
揮されないわけではないが、全期間においてめっき開始時とほぼ同一の条件下にあること
が好ましい。
【００２６】
　本実施形態の前記めっき工程においては、ワークのコーナー部や微細な凹凸部といった
従来であればめっき厚さが平坦部とは異なり易い部分においても平坦部と同等の厚さでク
ロムめっきが施され、３価クロムめっきでありながら６価クロムめっきと同様の付きまわ
り性と均一電着性とが発揮される。本実施形態において作製されるめっき製品におけるめ
っき厚さは、当該めっき製品の用途などに応じて適宜設定されうるが、本発明の効果をよ
り顕著に発揮させる上において下地めっきなどを除いた３価クロムめっき部分だけのめっ
き厚さを５μｍ以上６００μｍ以下とすることが好ましい。前記めっき厚さは、５０μｍ
以上であることがより好ましく、１００μｍ以上であることが特に好ましい。該めっき厚
さの測定が必要な場合、例えば、蛍光Ｘ線式膜厚計などによって測定すればよい。但し、
めっき厚さが５０μｍ以上となると蛍光Ｘ線式膜厚計での測定は、困難になるので、その
ような場合は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）でめっき製品の断面観察を実施すればよい。
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そして、前記めっき厚さは、無作為に選択した数箇所においてめっき製品のめっき厚さを
測定し、異常値を除いた測定結果を算術平均することで求めることができる。
【００２７】
　なお、ここではこれ以上の詳細な説明を繰り返さないが、本実施形態におけるめっき製
品の製造方法やめっきに用いるめっき液には、これらについて上記に具体的な例示が無い
事項であっても従来公知の技術事項を本発明の効果が著しく損なわれない範囲において適
宜採用が可能である。
　即ち、本発明は上記例示の範囲内のものに限定されるものではない。
【実施例】
【００２８】
　次に実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００２９】
（本発明の概要：従来の３価クロムめっきとの違い）
　一般文献等において開示がされている６価クロムめっきと３価クロムめっきとにおける
電流密度とめっき厚さとの関係を図１に示す。
　この図からは、従来の３価クロムめっきでは電流密度とめっき厚さとの関係を示す直線
の傾きが電流密度が５Ａ／ｄｍ２付近で急激に大きくなり均一電着性が発揮され難いこと
がわかる。
　また、この図からは、従来の３価クロムめっきにおいては５Ａ／ｄｍ２以下の電流密度
でめっきを行うことが難しく付きまわり性に優れためっきを行うことが困難であることが
わかる。
【００３０】
　これに対し本発明のめっき液を用いた場合、電流密度とめっき厚さとの関係は、図２に
示したようになり、６価クロムめっきと同様の５Ａ／ｄｍ２以下の低い電流密度で３価ク
ロムめっきが可能となる。
　また、本発明のめっき液を用いた場合、５Ａ／ｄｍ２以下の低い電流密度の領域から３
０Ａ／ｄｍ２付近の高い電流密度の領域に至るまで電流密度とめっき厚さとの関係が直線
的なものになり均一電着性に優れためっきが実施可能となる。
　従って、この図からも本発明によれば付きまわり性と均一電着性とに優れた３価クロム
めっき用のめっき液が提供されることがわかる。
　この点について、以下に検討結果を詳述する。
【００３１】
（評価１：浴温１）　
　表１に示した配合内容となるようにめっき液を調製した。
　即ち、硫酸クロムを含み、Ｃｒ３＋イオンの濃度が１ｍｏｌ／Ｌのめっき液を調製した
。
　該めっき液には、それぞれ０．５ｍｏｌ／Ｌの濃度となるように蟻酸と尿素とを添加し
た。
　また、めっき液はｐＨが１．５となるように調製した。
【００３２】
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【表１】

 
【００３３】
　上記のめっき液を用いて５Ａの電流値でハルセル試験を実施した。
　なお、試験は浴温を３０℃、３５℃、４０℃の３通りで実施し、試験時間は１０分間と
した。
　結果を図３、表１に併せて示す。
【００３４】
　また、試験後の試料のめっき厚さを蛍光Ｘ線型膜厚測定器にて測定した。
　その結果を図４に示す。
　この表１や図４に示した結果からは、Ｃｒ３＋イオンの濃度が１ｍｏｌ／Ｌ以下である
ことで電流密度が低い状態でも一定以上のめっき厚さを確保できることがわかった。
　また、表１、図４に示した結果からは、浴温を４０℃未満とすることが付きまわり性に
優れた３価クロムめっきを行う上で有利であることが判明した。
【００３５】
（評価２：浴温２）　
　「評価１」の結果を受けて浴温をさらに細分化して２４℃、２６℃、２８℃、３０℃、
３２℃の５通りの浴温でハルセル試験を実施し、「評価１」と同様に試験結果を評価した
。
　結果を表２、図５、６に示す。
【００３６】
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【表２】

 
【００３７】
　この表や図からも、浴温が２４℃から２８℃の範囲では、各電流密度でのめっき被膜の
析出をほぼ一定の速度にできることがわかる。
　そして、浴温が２４℃で最も付きまわり性の向上が認められ、低い浴温でめっきを行う
方が好ましい結果が得られることがわかった。
　そこで、さらに浴の温度を下げることも検討したが浴温を下げ過ぎると浴組成の一部が
結晶化してめっき表面にざらつきが発生したり、浴粘度が高くなってカソードにおいて水
素が除去しにくくなると認められたことから浴温は２４℃～２８℃の範囲内が最適である
と判断した。
　なお、２４℃～２８℃の浴温を採用することで電流密度が低い場合でも良好なめっきが
可能となる傾向は、別途実施したベントカソード試験においても確認できた。
【００３８】
（評価３：浴濃度）
　浴粘度の低下や浴液結晶化を抑制して付きまわり性の向上を図るべく、浴組成自体の濃
度を下げてハルセル試験を実施した。
　具体的には、浴組成を４／５（Ｃｒ３＋イオンの濃度０．８ｍｏｌ／Ｌ、蟻酸及び尿素
各々０．４ｍｏｌ／Ｌ）、３／５（Ｃｒ３＋イオンの濃度０．６ｍｏｌ／Ｌ、蟻酸及び尿
素各々０．３ｍｏｌ／Ｌ）、１／２（Ｃｒ３＋イオンの濃度０．５ｍｏｌ／Ｌ、蟻酸及び
尿素各々０．２５ｍｏｌ／Ｌ）とし浴温度２５℃でハルセル試験を実施した。
　結果を表３、及び、図７に示す。
　この表３や図７からも明らかなように、この「評価３」では浴濃度が低い方が良好なめ
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　なお、成分を０．５倍としためっき液で最も良い結果が得られることは、別途実施した
ベントカソード試験においても確認できた。　
【００３９】
【表３】

 
【００４０】
（評価４：蟻酸及び尿素の添加量１）　
　「評価３」の結果を受け、浴濃度の更なる低下を試みた。
　具体的には、浴組成を１／４、並びに、１／１０としてハルセル試験を実施した。
　その結果、付きまわり性はさらに改善されたがめっきの異常析出が見られる結果となっ
た。
　そのため、クロムイオン濃度は１／４（０．２５ｍｏｌ／Ｌ）、１／１０（０．１ｍｏ
ｌ／Ｌ）としながら、蟻酸や尿素は当初の濃度（０．５ｍｏｌ／Ｌ）に戻した。
　その結果、表４や図８に示すように異常析出は無くなったが、付きまわり性が低下する
結果となった。
【００４１】
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【表４】

 
【００４２】
（評価５：蟻酸及び尿素の添加量２）　
　「評価４」の結果を受け、蟻酸、尿素の変量により異常析出の改善を試みた。
　ハルセル試験の結果（表５、図９参照）、蟻酸の濃度を０．１ｍｏｌ／Ｌと低く、尿素
を当初の濃度（０．５ｍｏｌ／Ｌ）とすることで付きまわり性が良好で異常析出が抑制さ
れることがわかった。
【００４３】

【表５】
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【００４４】
　次いで、尿素の濃度を０．５ｍｏｌ／Ｌに固定とし、蟻酸の濃度を０．１ｍｏｌ／Ｌか
ら０．２２ｍｏｌ／Ｌへと変化させて付きまわり性が改善するか確認した。
　結果を表６、図１０に示す。
【００４５】
【表６】

 
【００４６】
　この表や図からは、蟻酸の濃度が０．２ｍｏｌ／Ｌ以下で良好な結果が得られることが
わかった。
【００４７】
　また、さらに蟻酸を低濃度にして付きまわり性について評価を行った。
　その結果を表７、図１１に示す。
【００４８】
【表７】
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【００４９】
　この表や図からは、蟻酸の濃度が０．０５ｍｏｌ／Ｌ以上で良好な結果が得られること
がわかった。
　短冊状の金属板を折り曲げて側面視“コの字状”となる凹入部を備えたカソードを用い
、表６、７に示した条件と同じ条件でベントカソード試験を実施したところ、蟻酸の濃度
が０．０５ｍｏｌ／Ｌ以上０．１ｍｏｌ／Ｌ以下の範囲では凹入部においても６割以上の
範囲にめっきが施されていることが確認できた。
【００５０】
　以上のように硫酸クロムを含む３価クロムめっき用のめっき液では、Ｃｒ３＋イオンの
濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上１ｍｏｌ／Ｌ以下の範囲とし、蟻酸の濃度を０．０５ｍｏｌ
／Ｌ以上０．２ｍｏｌ／Ｌ以下とすることで良好な付きまわり性を示すことが確認できた
。
　また、同めっき液は、Ｃｒ３＋イオンの濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ～０．３ｍｏｌ／Ｌの
範囲で特に良好な付きまわり性を示すことが確認できた。
　さらに、上記の評価からは、めっき浴での浴温を２０℃以上４０℃未満とすることが有
効であることが確認できた。
　このようなことからも本発明によれば付きまわり性に優れた３価クロムめっき用のめっ
き液が提供され、環境に優しいめっき製品の適用範囲が拡大され得ることがわかる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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